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告　　　　　　　　示

秋 田 県 告 示 第 五 百 八 十 二 号

　 秋 田 県 ふ る さ と 村 条 例 （ 平 成 五 年 秋 田 県 条 例 第 四 十 五 号 ） 第 二 十 二 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 、 秋 田 県 ふ る さ と 村 の 利 用

料 金 の 変 更 を 承 認 し た の で 、 秋 田 県 ふ る さ と 村 の 使 用 に 係 る 利 用 料 金 の 承 認 （ 平 成 十 八 年 秋 田 県 告 示 第 三 百 五 十 一 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平 成 二 十 二 年 一 月 一 日 か ら 適 用 す る 。

　 　 平 成 二 十 一 年 十 二 月 二 十 五 日

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 秋 田 県 知 事 　 佐 　 竹 　 敬 　 久 　

　 三 　 許 可 施 設 の 表 中 、 工 芸 展 示 館 、 工 芸 工 房 及 び 体 験 工 房 の 区 分 中 「 当 該 月 の 売 上 高 に 〇 ・ 一 五 を 乗 じ て 得 た 額 」 を

「 当 該 月 の 売 上 高 に 〇 ・ 一 五 （ 工 芸 工 房 に あ っ て は 〇 ・ 一 ） を 乗 じ て 得 た 額 」 に 改 め る 。
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